
茨城県蜜蜂転飼許可申請事務処理要領 
 
第１（目的） 
  茨城県蜜蜂転飼許可申請等の事務処理について，養蜂振興法，養蜂振興法施行規則， 
茨城県養蜂振興法施行細則及び茨城県事務委任規則に定めるもののほか，この事務処 
理要領により実施する。 

 
第２（蜜蜂転飼許可申請書の受理) 
  畜産課長（以下「課長」という。）は，茨城県養蜂適正配置推進会議設置要項（以 
下「設置要項」という。）第１による茨城県養蜂適正配置推進会議（以下「適正配置
推進会議」という。）で調整された転飼計画に係る蜜蜂転飼許可申請書（以下「申請
書」という。）について受理するものとする。 

 
  ただし，適正配置推進会議で調整された計画に軽微な変更（転飼場所の地番等の変 
更，２ヶ月未満の転飼期間の変更，当初計画の 20％未満の蜂群数の変更をいう。）が 
ある申請について，課長は，原則として申請書を受理し，必要に応じ設置要項第５に 
よる適正配置推進団体及び転飼場所の所轄農林事務所と情報交換，調査等を行うもの 
とする。 

     
  また，新規，大幅な変更（申請者，転飼場所（地番等の軽微な変更を除く），目的， 
２ヶ月以上の転飼期間，および当初計画の 20%以上の蜂群数の変更をいう。）がある 
申請について，課長は，適正配置推進団体及び転飼場所の所轄農林事務所と情報交換， 
調査等を行い，必要に応じ適正配置推進会議の開催を求め，事前調整された申請書を 
受理するものとする。 

 
  なお，４月及び５月中に転飼を開始する計画で，前年度と同様の計画（申請者，転飼場 
 所，目的が同じで，転飼期間が前年度計画と同時期かつ，20％未満の蜂群数の変更をい  
 う。）の場合は，適正配置推進会議で調整された転飼計画と見なすことができる。 
 
第３（転飼許可結果の通知） 
  転飼を許可した課長は，その結果を，関係市町村，所轄農林事務所，所轄家畜保健 
衛生所及び適正配置推進団体に通知するものとする。 

 
第４（蜂場貸与承諾書） 
  茨城県養蜂振興法施行細則第３条第１項の規定する「蜂場貸与承諾書」は，別記様 
式（様式１号）とする。 

 
第５（飼育届の報告） 
   所長は，茨城県養蜂振興法施行細則第２条で規定する蜜蜂飼育届をとりまとめ，毎 
年２月１５日までに畜産課に報告するものとする。 

 
   付 則  
 この要領は，平成１５年４月１日から施行する。 
 
 この要領は，平成１９年２月２８日から施行する。 
 
 この要領は，平成２１年７月６日から施行する。 
 
 この要領は，平成２５年１月１日から施行する。 
 
 この要領は，平成２７年３月１３日から施行する。 



（様式１号：蜂場貸与承諾書） 

 

                  蜂 場 貸 与 承 諾 書 

 

 

１．転飼者氏名：                                  ○印  

 

          住所： 

 

 

 

２．転飼場所： 

 

 

 

３．転飼期間： 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで 

 

 

 

４．転飼群数：               群 

 

 

 

 

 

 

 

 

   上記のとおり蜂場貸与に同意する。 

                            平成  年  月  日 

 

  土地貸与者氏名：                             ○印  

 

          住所： 

 

 

   （注意）蜂場付近の見取り図を添えて提出すること 

 

 


